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令和６年度から開始した「授業料後払い制度」の説明の前に、まずは従来からの貸与
奨学金について簡単に説明します。

日本学生支援機構の奨学金で大学院生が利用できる奨学金は、貸与型奨学金のみです。
給付型の奨学金はありません。
貸与型の奨学金は、「第一種奨学金」と「第二種奨学金」に分けられ、それぞれの違
いは表のとおりです。

授業料後払い制度は、このうち「第一種奨学金」の一形態として、授業料相当額を日
本学生支援機構から無利子で借りる制度です。
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授業料後払い制度のしくみについて説明します。

この制度を利用できるのは、大学院の修士段階のみです。三重大学の場合、修士・博
士前期・専門職学位課程の方が対象です。

授業料後払い制度は、日本学生支援機構貸与奨学金の一形態であり、
あなたが後払い制度に採用された場合、修士段階に在学中の授業料は、日本学生支援
機構があなたに代わって大学へ納付します。
この授業料は、あなたが日本学生支援機構から借りていることとなりますので、貸与
終了後、所得に応じた月額で日本学生支援機構へ返還します。
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また、授業料後払い制度の利用者で、月々の生活費としての奨学金も希望する場合、
月額２万円又は４万円を選び奨学金の貸与を受けることもできます。
この「生活費奨学金」も無利子であり、授業料相当額とあわせて返還します。

保証制度については、後払い制度は必ず機関保証となるため、「機関保証料」が発生
します。貸与終了後に授業料相当額と機関保証料の返還が必要となります。

第一種奨学金には、貸与が終了する年度に申請し、認定を受ければ奨学金の半額免除
又は全額免除が受けられる「特に優れた業績による返還免除制度」がありますが、後
払い制度の利用者もこの制度に申請することができます。

後払い制度と第一種奨学金を同時に利用することはできませんが、後払い制度と第二
種奨学金の併用貸与は可能です。

4



後払い制度と第一種奨学金の違いとして、後払い制度を利用すると、在学中にあなた
が授業料を納付する必要がなくなるため、まとまった資金を用意することが難しい場
合は後払い制度の利用がおすすめです。

貸与を受けることができる総額は、第一種奨学金のほうが大きくなります。

5



第一種奨学金の所得連動方式と後払い制度の返還方法の違いですが、
後払い制度の場合は年収が300万円程度になるまで、返還する月額は2,000円のままで
す。

第一種奨学金所得連動方式では、返還初年度の返還月額は定額返還方式により算出さ
れた返還月額の半額となります。
（最低返還月額申請を行うことにより返還月額を2,000円とすることが可能。）

また、後払い制度の返還者に子どもがいる場合、割賦月額の計算時に追加の控除があ
ります。
第一種奨学金所得連動方式では追加の控除はありません。
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そのほか後払い制度に関するFAQをまとめましたので、参考にしてください。
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